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号
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第
十
七
号
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で

条

例

日

号
外

ペ
ー
ジ

一

福
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

九

一

13

二

福
島
県
税
特
別
措
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

九

二
四

13

三

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

九

一

14

四

職
員
の
修
学
部
分
休
業
及
び
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

九

一

14

五

福
島
県
消
防
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

九

二

14

六

福
島
県
火
薬
類
取
締
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

九

二

14

七

福
島
県
高
圧
ガ
ス
保
安
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

九

二

14

八

福
島
県
電
気
工
事
士
免
状
交
付
等
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

九

二

14

九

福
島
県
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

九

二

14

一
〇

民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

九

二

14

一
一

福
島
県
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

九

三

14

一
二

福
島
県
採
石
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

九

三

14

一
三

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

九

三

14

一
四

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

九

四

14

一
五

福
島
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

九

四

14

一
六

福
島
県
県
営
農
業
用
基
幹
水
利
施
設
機
能
保
全
対
策
事
業
分
担
金
徴
収
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

九

五

14

一
七

福
島
県
河
川
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

九

五

14

一
八

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

九

五

14

一
九

福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

九

五

14

二
〇

福
島
県
建
築
士
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

九

七

14

二
一

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
等

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

九

七

14

規

則

七

福
島
県
農
業
用
た
め
池
の
管
理
及
び
保
全
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

一

一

9

八

福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

九

一
一
五

九

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

九

一

15

一
〇

福
島
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

九

二

15

一
一

福
島
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
三

一
三
六
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一
二

福
島
県
商
業
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

二
六

一
四
〇

一
三

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
二
六

一
四
〇

訓

令

二

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

九

一
一
五

告

示

一
二
四

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
指
定
区
域
を
指

定
す
る
件

二

一
〇
五

一
二
五

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

二

一
〇
五

一
二
六

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件

二

一
〇
五

一
二
七

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件

二

一
〇
五

一
二
八

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

二

一
〇
六

一
二
九

同

二

一
〇
六

一
三
〇

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

二

一
〇
六

一
三
一

電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
と
し
て
指
定
し
た
件

二

一
〇
六

一
三
二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
件

二

一
〇
六

一
三
三

新
た
な
土
地
改
良
事
業
を
行
う
こ
と
を
認
可
し
た
件

五

一
〇
八

一
三
四

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等

の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件

五

一
〇
八

一
三
五

同

五

一
〇
八

一
三
六

同

五

一
〇
八

一
三
七

同

五

一
〇
九

一
三
八

同

五

一
〇
九

一
三
九

同

五

一
〇
九

一
四
〇

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

五

一
〇
九

一
四
一

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件

九

一
一
五

一
四
二

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件

九

一
一
六

一
四
三

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等

の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件

九

一
一
六

一
四
四

同

九

一
一
六

一
四
五

同

九

一
一
六

一
四
六

都
市
再
開
発
法
に
よ
り
市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
を
認
可
し
た
件

九

一
一
七

一
四
七

建
築
物
に
係
る
一
団
地
の
区
域
認
定
を
取
り
消
し
た
件

九

一
一
七

一
四
八

地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
認
証
し
た
件

一
二

一
一
九

一
四
九

同

一
二

一
一
九

一
五
〇

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

一
二

一
一
九

一
五
一

同

一
二

一
一
九

一
五
二

同

一
二

一
二
〇

一
五
三

同

一
二

一
二
〇

一
五
四

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
指
定
し
た
件

一
二

一
二
〇

一
五
五

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件

一
六

一
二
三

一
五
六

同

一
六

一
二
三

一
五
七

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
一
六

一
二
三

一
五
八

同

一
六

一
二
三

一
五
九

同

一
六

一
二
四

一
六
〇

同

一
六

一
二
四

一
六
一

同

一
六

一
二
四

一
六
二

同

一
六

一
二
五

一
六
三

同

一
六

一
二
五

一
六
四

同

一
六

一
二
五
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一
六
五

同

一
六

一
二
六

一
六
六

同

一
六

一
二
六

一
六
七

同

一
六

一
二
六

一
六
八

同

一
六

一
二
六

一
六
九

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等

の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件

一
六

一
二
七

一
七
〇

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が

あ
っ
た
件

一
九

一
三
〇

一
七
一

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

一
九

一
三
〇

一
七
二

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

一
九

一
三
一

一
七
三

同

二
三

一
三
六

一
七
四

生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

二
六

一
四
一

一
七
五

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
件

二
六

一
四
一

一
七
六

生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
施
術
者
を
指
定
し
た
件

二
六

一
四
二

一
七
七

生
活
保
護
法
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
施
術
者
の
住
所
を
変
更
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
件

二
六

一
四
二

一
七
八

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件

二
六

一
四
二

一
七
九

競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
庁
舎
等
維
持
管
理
業
務
の
委
託
契
約
を
締
結
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資

格
等
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

三
〇

一
四
四

一
八
〇

計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
件

三
〇

一
四
四

一
八
一

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件

三
〇

一
四
五

一
八
二

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件

三
〇

一
四
五

一
八
三

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

三
〇

一
四
六

一
八
四

車
両
制
限
令
の
規
定
に
よ
り
道
路
を
指
定
し
、
及
び
通
行
方
法
を
定
め
る

件

三
〇

一
四
六

一
八
五

車
両
制
限
令
の
規
定
に
よ
り
国
際
コ
ン
テ
ナ
車
の
通
行
に
係
る
道
路
を
指

定
し
、
及
び
通
行
方
法
を
定
め
る
件

三
〇

一
四
七

一
八
六

建
設
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
の
で
建
設
業
法
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
件

三
〇

一
四
八

公

告

五
七

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件

二

一
〇
七

五
八

一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

五

一
一
〇

五
九

都
市
公
園
を
設
置
す
る
件

五

一
一
二

六
〇

落
札
者
を
決
定
し
た
件

九

一
一
八

六
一

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
の
事
務
所
の
所
在
地
及
び
セ
ン
タ
ー

の
住
所
を
変
更
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
二

一
二
〇

六
二

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
の
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
す
る
旨

届
出
が
あ
っ
た
件

一
二

一
二
一

六
三

都
市
計
画
を
変
更
す
る
件

一
二

一
二
一

六
四

同

一
二

一
二
一

六
五

浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
件

一
六

一
二
七

六
六

同

一
六

一
二
七

六
七

同

一
六

一
二
七

六
八

一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

一
六

一
二
八

六
九

落
札
者
を
決
定
し
た
件

一
九

一
三
一

七
〇

特
定
小
売
商
業
施
設
の
新
設
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

二
三

一
三
六

七
一

土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

二
三

一
三
七

七
二

農
用
地
保
全
施
設
等
の
管
理
規
程
の
変
更
を
認
可
し
た
件

二
三

一
三
七

七
三

福
島
県
商
業
ま
ち
づ
く
り
基
本
方
針
を
変
更
す
る
件

二
六

一

17

七
四

採
石
業
務
管
理
者
試
験
を
実
施
す
る
件

三
〇

一
四
八

福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
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公

告

三

公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
よ
り
契
約
の
候
補
者
を
選
定
す
る
件

五

一
一
三

四

一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

一
九

一
三
二

五

同

一
九

一
三
三

福
島
県
公
安
委
員
会

規

則

二

福
島
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
〇

一
四
九

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

告

示

一
六

参
議
院
福
島
県
選
出
議
員
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